
公 示

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について

制 定 平成１８年１０月 ６日 九運公第２８号

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービスに係る運賃及び料金とし

て、福祉輸送サービス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するも

のについては、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請の審査基準に

ついて」（平成１４年１月１８日付け九運公福第４７号、以下「審査基準」という。）

によるもののほか、以下のとおり取り扱うこととしたので公示する。

平成１８年１０月 ６日

九州運輸局長 大黒 伊勢夫

記

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という。）の種類

及び種類ごとに適用する範囲は次のとおりとし、それぞれ設定できるものとする。

１．ケア運賃

福祉輸送サービス（２．及び３．を除く。）を行う場合。

２．介護運賃

福祉輸送サービスのうち、介護支援専門員（ケアマネージャー）が作成する介

護サービス計画（ケアプラン）又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基

づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体とし

て行う輸送を行う場合。

３．民間救急運賃

福祉輸送サービスのうち、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを

介して、患者等搬送事業者による搬送サービスにより患者の輸送を行う場合。

Ⅱ．福祉輸送運賃の認可の処理方針等

一般乗用旅客自動車運送事業者から福祉輸送運賃の設定又は変更の認可の申請が

あったときは、次の方針により取り扱うものとする。

１．ケア運賃（距離制等によらない運賃の適用等）

福祉輸送サービスの実態を踏まえ、以下の①～③に例示する運賃等、距離制に



よらない運賃のみを設定することができるものとし、距離制による運賃を設定す

る場合を含め、審査基準及び処理期間等について弾力的に取扱うものとする。ま

た、運賃の割引、料金の設定については、輸送の実績に応じた弾力的な取扱いが

できるものとし、介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料金については、

認可も届出も不要とする。

ただし、自動認可運賃を大きく下回る運賃や減収率が大きい割引運賃を設定し

ようとする場合にあっては、必要に応じて原価計算書等（審査基準別紙４第３の

１にいう添付書類をいう。以下同じ。）の提出を求め、所要の審査を行うことと

する。

① 時間制運賃を基本として、１５分又は３０分単位など細分化した時間に対応

して設定するもの。

② 一定の幅で運賃を設定し認可を受け、その範囲内で送迎サービスの内容等に

応じて運賃を収受するもの。

③ 一定の輸送範囲において定額運賃を設定するもの。

また、共同配車センター（共同して限定許可等通達記Ⅰ．１．（２）に規定す

る福祉輸送自動車を配車するために設置された施設をいう。）を介して行う福祉

輸送サービスに係る運賃及び料金については、３．民間救急運賃の設定に準じて、

輸送の実態に応じた運賃及び料金を別途設定することができるものとする。

２．介護運賃

事業者の判断により多様な運賃の設定方式がありうること等を踏まえ、審査基

準の弾力的な取扱いを図るものとする。

具体的には、自動認可運賃に該当しない運賃を設定しようとする場合であって、

運賃改定を伴わないときには、原価計算書等の提出を求めず、自動認可運賃に準

じた処理手続によるものとする。

なお、この場合においても、提供される輸送サービスの内容と比較して、設定

しようとする運賃の額が著しく低額でもっぱら名目的なものにすぎないと認めら

れるときは、この限りでないものとする。

３．民間救急運賃

民間救急運賃の適用方法等については、以下のとおりとし、輸送の実態に応じ

た運賃料金を設定することができるものとする。

なお、民間救急運賃の認可に当たっては、原価計算書等の提出を求め、所要の

審査を行うことする。ただし、当該地域において既に定着していると認められる

ものについては、審査基準及び処理期間等について弾力的に取扱うものとする。

（１）運賃の適用方法

基本運賃は、原則、時間制運賃とし、運賃の算定は、旅客が乗車した時から

旅客の輸送を終了するまでに要した時間によるものとする。この場合、別途、

定額の待料金、迎車回送料金を設定することができるものとする。

（２）車種区分



車種は福祉自動車として一区分とする（軽自動車は除く。）。

（３）特別な設備を有する車両の割増

寝台等固定した設備を有する車両に限って適用することができるものとし、

割増率は事業者の申請に基づき２割以内で設定できるものとする。

（４）その他、運賃の割引、料金の設定等については、輸送の実態に応じた弾力的

な取扱いができるものとする。

４．標準処理期間等

「一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可等に関する標準処

理期間の設定について」（平成１４年１月２９日付け九運公福第６４号）にかか

わらず、２．の場合については自動認可運賃に準じて取り扱うものとする。また、

既に他の事業者が認可を受けているものと同様の運賃・料金を設定するものであ

る場合は、速やかに認可を行うものとする。

附 則

本公示は、平成１８年１０月１０日以降に申請を受け付けたものから適用するもの

とする。


